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《 浅 草 寿 地 区 町 会 連 合 会 》 

日時：11月11日（金） 午後４時から（会 場：寿区民館） 

 

 

◇車のドライバーのたばこのポイ捨てについて 

質問 回答 対応 

たばこのポイ捨てについて、区として

いろいろと工夫しながら防止策を講じて

いるのは存じていますし、近年、歩行者の

喫煙マナーに関しては格段に改善された

と感じています。 

しかし、現在、車を運転しているドライ

バーのマナーの悪さについて困惑してい

ます。信号の待ち時間に、ドライバーが道

路周辺に、しかもいつも同じ場所辺りに、

車の窓からたばこの吸い殻をどさっと、

まとめて捨てている状況です。恒常的に

私自身がその吸い殻を処分しています。 

他でも同様の事例はあるのでしょう

か。 

このまま放置しておくと、街の美化や

環境についても影響を及ぼす懸念がある

かと思います。 

歩行者のマナー改善だけでなく、今後

はドライバーのマナー改善に関しても、

区として何か良い策を各所管と連携しな

がら講じていただければと要望します。 

区では、「東京都台東区ポイ捨て行為等の

防止に関する条例」を施行し、公共の場所に

おけるポイ捨て行為および歩きたばこを禁

止しています。 

今回のお話と同様、車両が多い国道沿いの

植栽などに、ポイ捨てされる状況が見受けら

れます。特に状況が悪い場合は道路管理者に

対し、緊急清掃やポイ捨て禁止の啓発物の掲

示などを依頼しています。ドライバーに対す

るマナー啓発についても関係機関と協力し、

マナー改善を図ってまいります。 

環境課から会長に連絡しますので、 詳し

い状況をお聞かせください。 

 

※令和４年11月、会長に具体的な場所を確認

し、マナー指導員の巡回依頼等を行いまし

た。また国道事務所に依頼し、植栽内の緊

急清掃および不法投棄物の撤去、ポイ捨て

啓発の看板の設置を行いました。（環境課） 

◎ 
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◇避難行動要支援者名簿について 

質問 回答 対応 

台東区では、避難行動要支援者名簿を

年に２回更新されており、町会長や民生

委員などが法令上の秘密保持等の誓約書

を区に提出したうえで、その名簿を預か

っています。このため、この名簿は他の

者、第三者には閲覧は不可となっていま

す。 

しかし、いざ災害が発生した場合に町

会長は高齢者が多いため、即対応は難し

く、怪我をした被災者の搬送等の援護は

難しいかと思います。 

個人情報の扱いについての厳しい制限

はあるかとは思いますが、昔の言葉で『向

こう三軒両隣』の方に事前にお願いし、有

事の際はお互いに助け合えるよう行政の

ほうで何か方策をいただければと思いま

す。特にマンション住民に関しては、町会

としてもコンタクトが難しく、限界があ

ります。 

有事の際にお互い助け合うことはとても

大切だと認識しており、この度、名簿の活用

方法や避難支援の方法、留意点等を示した

「避難支援の手引き」を作成しました。 

手引きでは、避難支援のために町会内に見

守りチームを作り、チーム内では名簿の閲覧

を可能とするなど、個人情報の保護に留意し

ながらご近所に協力をお願いすることも可

能と明記しました。 

今後、手引きも参考にしていただきなが

ら、地域による避難支援体制の強化にご協力

いただければと思います。 

◎ 
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◇小規模の集合住宅の建設に関する情報提供について 

質問 回答 対応 

台東区では、マンション建設の申請が

区に出されると、10戸以上の大きな建物

の場合、区から町会長宛てに「集合住宅の

建設及び管理に関する条例に基づく町会

加入に関する申請書兼管理表」が送付さ

れて、そこから建設予定に関する情報を

得ています。 

そして、この管理表に基づき、マンショ

ンの建設業者や管理会社と町会加入に関

する協議に入るかたちとなりますが、９

戸以下の小規模な集合住宅の建築に関し

ては、情報が一切ないため、町会として町

会加入に関して協議をする機会を得られ

ないまま、建築が進行して完成してしま

います。 

できれば小規模の集合住宅の建築申請

があった際にも、町会に情報をいただけ

たらと要望します。 

10戸以上の集合住宅を建築する際は、条例

に基づき、建築主に対して町会と町会加入に

関して協議をするよう指導しています。 

９戸以下の集合住宅については、条例が適

用されないため、町会へ建築申請があった旨

の情報をお伝えすることが難しい状況です

が、建築課の窓口において、建築基準法に規

定する建築確認がされた建築物の概要（建築

主、建築場所等）が記載された「建築計画概

要書」をどなたでも無料で閲覧することがで

きます。 

そのほか、区民課では、建設工事に入る際

や不動産売買の際などに、地元町会にご挨拶

をしたい等の理由で事業者から町会情報の

提供を求められることがあります。 

今後もそのような機会を捉えて、事業者に

対して、町会の重要性や活動について理解し

ていただき、加入促進につながる案内を行っ

てまいります。 

〇 
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◇災害時の避難所の台東区中小企業振興センター(旧小島小学校)の改善について 

質問 回答 対応 

小島地区の町会では、毎年合同で、区・

消防・警察等、各方面とも連携・協力して

防災訓練を行っています。同町会の一時

（いっとき）集合場所は小島公園、避難所

は台東区中小企業振興センター（旧小島

小学校）となっています。 

防災訓練は基本的に小島公園で行って

います。雨天の場合は、以前は避難所であ

る同センター３階の旧体育館で行ってい

ましたが、最近、施設の劣化等が著しく、

利用することが難しいと言われていま

す。突然の災害に対応できるようにと、実

際に避難所を利用して訓練したいのに、

施設の劣化で利用できない状態とは、有

事の際に安全面は大丈夫なのかと大変懸

念されます。 

施設自体の改修工事の計画等は具体的

にあるのでしょうか。あるのでしたら、時

期はいつ頃になるのか伺いたいです。さ

らに、工事の計画を策定する際は、関係町

会・近隣住民の意見・要望を事前に聞いて

いただける機会をぜひ設けていただきた

く、区長に要望します。 

台東区中小企業振興センターは平成27年

に耐震補強工事を実施し、建物の耐震性は確

保されているところですが、体育館において

は天井の照明が落下する危険性があるため、

現在使用を中止しています。 

しかし、有事の際に皆様の避難所として使

用することから、早急に対応します。進捗に

ついては、産業振興課から会長にご連絡させ

ていただきます。 

なお、区有施設の改修工事については「台

東区公共施設保全計画」において、施設の劣

化度合により５年ごとの改修計画を立てて

計画的に改修工事を行っています。 

台東区中小企業振興センターは、現在策定

中の実施計画（第３期）の中で大規模改修を

検討しており、今年度中にはその計画予定を

お伝えできると思いますので、今しばらくお

待ちください。 

また、大規模改修にあわせて、中小企業振

興センター機能の拡充を実施する予定とな

っており、その検討の中で地域の皆様との意

見交換の場を設けてまいります。 

 

※令和５年２月、天井の照明工事を行い、該

当する町会長にその旨を伝えました。 

(産業振興課、危機・災害対策課) 

〇 

 



- 43 - 

 

◇稲の生育・観察について 

質問 回答 対応 

数年前から浅草神社の境内で稲の生育

が行われていて、その成長過程の観察を

楽しみにしています。 

この事業を区内の公園や学校等で広め

てはいかがでしょうか。ごく一部の公園

や小学校等で実施しているのは知ってい

ますが、とても良いことなので、より多く

の方に、様々な世代の方に経験してもら

えたらと提案します。 

現在、区立小学校や幼稚園で、稲を育て主

食であるお米になる過程を体験する活動が

行われています。特に小学校では農業を学ぶ

学習の一環として、バケツ稲の実践も広く普

及しました。 

今後も教育課程の中で、できる限り経験が

できるよう支援してまいります。 

また、精華公園にあるビオトープ内の田ん

ぼ（約1.5m四方）で、５歳から小学２年生ま

での区内在学・在園する児童親子を対象に、

１年間を通して稲作（お米作り）を体験でき

るプログラムを実施しています。 

このビオトープ内には野生生物が生息し

ており、田んぼを含めた自然環境を確保する

ことが大切であるため、これ以上のビオトー

プ内の田んぼを広げることが難しい状況で

す。しかし、より多くの方に体験していただ

きたいところでもありますので、今後募集の

際に対象年齢の見直しを行ってまいります。

また、地域の方々から稲づくりの要望等があ

りましたら、新たな場所の検討も行ってまい

ります。 

☆ 
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◇投票日当日、立会人に若い世代の投入について 

質問 回答 対応 

選挙の当日、投票に行くと投票箱の前

に投票管理者や、投票立会人の方々が並

んで座っていますが、客観的に高齢の方

ばかりという印象を受けています。立会

人を務めるには何か法令上の要件がある

のでしょうか。 

若い世代の投票率が芳しくないと聞き

ます。期日前投票については、区で公募を

していて、若い世代の方が従事されてい

ることもあると聞いてはいます。しかし、

投票日当日の投票者の人数の方がはるか

に多いことから、当日の投票立会人の中

で１人でも若い世代の方がいれば、同世

代の人たちは選挙により一層親しみを感

じ、投票率がさらに上がるのではないで

しょうか。 

ただし、全ての投票所で一斉に始める

のは難しいと思うので、退任や交替のタ

イミングが発生した際に順次実施されて

はいかがでしょうか。 

たとえば、区内の高校に協力をいただ

き、選挙権を得たばかりの生徒に社会勉

強を兼ねて体験してもらうのも大変良い

かと思います。 

また、台東区の、日本の将来を担う若い

世代に選挙にもっと関心を持ってもらう

ために、区として選挙の普及啓発に関し

て新たな対策・事業を講じていただきた

いと思い提案します。 

投票立会人は、令和元年５月の公職選挙法

改正により、投票区による制限が撤廃され、

「選挙権を有する者」の中から選任できるも

のとされていますが、選挙当日は多くの選挙

人が訪れることから、経験が豊富な方に従事

いただく必要があります。 

ご指摘のとおり、若年層の投票率は他の世

代と比較して低くなっており、区としても対

策が必要であると認識をしています。 

選挙管理委員会でも、期日前投票所での若

年層の投票立会人を拡充するための人材確

保に努めていきたいとのことでした。 

18歳を迎える区民への選挙啓発事業とし

て送付している「バースデーカード」を活用

し、若年層の投票立会人の募集について今後

周知していく予定と聞いています。 

区でも、区公式ホームページなどで、若年

層の投票立会人の募集について周知してま

いります。 

選挙の普及啓発に関しては、区でも、若年

層の投票率向上のため取り組みを強化する

ことは必要であると考えていますので、ご提

案の内容を選挙管理委員会に伝えてまいり

ます。 

 

※令和４年 10月、区公式ホームページで

18～29歳の若年層を対象に、期日前投票

立会人の募集を開始しました。また 11月

以降、バースデーカードに期日前投票立

会人募集ページの二次元コードを掲載し

て発送しています。（選挙管理委員会事

務局） 

〇 
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◇来年こそ、隅田川花火大会の開催を 

質問 回答 対応 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で、３年間も隅田川花火大会が開催でき

ていません。全国に、世界に誇れる大会の

再開を待ち望んでいる人は大勢いると思

います。大会の開催は単なるイベントで

はなく、地域、業者、商店街等の活性化に

つながる重要な事業と捉えているので、

ぜひ来年こそは開催をお願いしたいで

す。 

そして、開催するなら規模縮小開催で

はなく、感染対策を十分に講じながら、で

きる限り以前のように多くの人に楽しん

でもらいたいと思います。とりわけ、花火

のコンテスト、来賓席の確保、有料席の設

定、無料開放スペースについては、よく検

討したうえで実施・対応をいただきたい

です。 

また、ここ数年花火大会が全国各地で

中止となっていることで、花火職人の人

たちが腕の見せ所の機会を失うだけでな

く、職を失う懸念もあると聞いており、そ

ちらも危惧しています。その伝統の技を

守る意味でも、お願いします。 

隅田川花火大会については、今年度「東京

都総合防災部」や「内閣官房新型コロナ室」

を含む関係機関と、感染症の拡大防止策を取

ったうえでの開催を検討してまいりました。 

しかし、隅田川花火大会は会場の概念がな

い都市型の花火大会であり、観客数の調整が

不可能であることから、国が定める「イベン

ト開催等における必要な感染防止策」の「来

場者間の密集回避」や「参加者の把握・管理

等」の対策を取ることが不可能であるため、

開催中止の結論に至りました。 

来年度については、国の「イベント開催等

における必要な感染防止策」に対応し、感染

対策をしながら、規模を縮小することなく花

火大会が開催できるよう準備を進めてまい

ります。 

☆ 

 


